
1 事業所名

2 開催日時

3 開催場所

出席者 ２名

合計25名 ２名

１名

１名

１名

１名

２名

本部職員　　１名

管理者　　　大浦勝子

職  員　　　３名
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6

7

Ｑ）川崎市介護相談員とは？

備考

Ａ）Ｈ１８年５月より厚生労働省より全国規模で市町村派遣事業として介護サービスの場で
　　スタッフ、入居者の話しを聞いたりレクリェーション等又、現場の声なき声を聞き取り
　　改善していく「認知症には看護による医療の薬も必要だが介護による　心の薬の処方も
　　大切である」活動する中で横の連絡をとり風通しを良くする様、川崎市より派遣されて
　　いる。

　平成２０年８月１９日（火）　　　　　１４：００～１５：２０

　
　委員　１０名

入居者Ｓ．Ｔ様のご家族様

入居者Ｔ．Ａ様のご家族様

入居者Ｔ．Ｓ様のご家族様

川崎市高齢者支援課担当者様

第７回バナナ会　運営推進会議・地域交流会議事録

平成20年8月20日

別紙の通り

参加された方がＧＨが認知症ケアに最適であると再認識し同意され
る。

管理者　大浦　勝子

　入居者様

　職　員

活動報告・講演会

活動状況に関する評価

　グループホーム　第２バナナ園　　2F談話室

　グループホーム　第２バナナ園

     ●入居者様も大勢の方々との出会いがあり生き生きとしたひと時を過ごされ介護相談員様のハーモ
　　　　ニカに合わせて童謡、歌謡曲、君が代等、元気よく歌唱されました。

      ●近隣Ｉ様より「他人事ではない、入居者様も地域の一員として、共に頑張っていきましょう」とエール
　　　　をいただきました。

4

質疑応答

Ｑ）日々起こりうる周辺症状に対しての対処方法は。

Ａ）入居者様の尊厳を守りつつ、その人を中心とした生活をして頂き、自信を持った日々が
　　送れるようお手伝いをしてる。（その他、多くの回答がありました。）

　オブザーバー

Ｑ）実習生さんは専門学校では急変や事故発生時に対して対応できる様な専門的知識を学ん
　　でおられるのでしょうか？

Ａ）医療的処置は不可であるが状況判断の手順等、介護職として出来る範囲での行為につい
    て実習、学習して実践出来る様に学校で教育を受けています。

８名 

川崎市高齢者推進介護相談員様

提携　看護師

幸区　南加瀬地域住民様


